
物品購入の一般競争入札公告 

 
 社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑に

おける物品購入等の一般競争入札に ついて、次のとおり公告します。  

令和 1年 12月 2日  

社会福祉法人 沼ノ端はくちょう会 

理事長 星 野  邦 夫 

1.入札内容 

 (1) 購入物品       下記の物品項目についてそれぞれ入札を行うものとする。 

              ①家具・什器一式 

              ②家電一式 

              ③医療・介護用品一式 

              ④食器・調理器具・配膳車一式 

              ⑤複合機 

              ⑥カーテン一式 

 (2) 仕様及び数量   別紙仕様書による  

 (3) 納入場所     〒059-1304  

           苫小牧市北栄町 3丁目 19番 26号 

           社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 

           特別養護老人ホーム 沼ノ端はくちょう苑 

 (4) 納入時期     令和 2年 3月 1日～令和 2年 3月 10日 

 

2.入札方法等  

 (1) 入札方法     一般競争入札 

 (2) 予定価格     非公表 

 (3) 最低制限価格   無  

 (4) 入札保証金    無  

 

3.入札参加資格  

 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の 4 の規定に該当しな

い者であること。  

 (2) 北海道または苫小牧市のいずれかの物品等競争入札参加資格登録事業者で

あること。   

 (3) 公告日から落札決定までの期間に、北海道または苫小牧市の契約に係る入札

参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であ

ること。  

 (4) 公告日から落札決定までの期間に、北海道または苫小牧市の契約に係る暴力

団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であるこ



と。   

 (5) 苫小牧市、札幌市近郊（札幌市、北広島市、恵庭市、千歳市）に本店、支店

又は営業所等を有する事業者であること 

 （6）医療・福祉関連用品に詳しく、メンテナンス及びアフターサービス体制が確

立されていること。 

 (6) 当法人の理事が役員をしている企業でないこと。   

 

4.入札参加申請書の配布  

 (1) 配布方法   法人ホームページ 

 (2) 配布期間   令和 1年 12月 2日(月）より  

 

5.入札参加申請  

 (1) 受付期間    公告日から令和 1年 12月 9日(月）午後 5時必着。  

           受付時間は午前 10時から午後 4時まで 

           ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。 

 (2) 提出方法    入札参加希望者は、入札参加資格の確認できる下記の資料を

持参にて提出すること。 

a.入札参加申請書、誓約書（様式は提出先にメールにて請求

すること） 

b.北海道または苫小牧市のいずれかの物品等競争入札参加

資格審査決定通知書  

          c.会社案内   

 (3) 提出先     〒059-1304 苫小牧市北栄町 3丁目 19番 26号  

             社会福祉法人沼ノ端はくちょう会  

             担当:本田 保広 

             電話:0144-84-3000 FAX：0144-84-1560 

             メール：y.honda@hakuchoukai.jp 

 

6.入札参加資格の確認  

 入札参加申請をされた事業者に対しては、入札参加資格の有無について審査し、

結果を令和 1年 12月 10日(火)に電子メール又は FAXにて通知する。また、入札

参加資格「有」とされた事業者については、併せて仕様書及び入札書等の書式を

送付します。 尚、現場説明会は行わない。 

 

7.見積りにあたっての注意事項 

見積にあたっては、仕様書に準拠した物品で見積を行うこと。ただし、質疑期間

において事前に確認のあったもので法人が認めた物品に限り、他の同等の品質以

上の物品に換えることができるものとする。 

   



8.仕様書等に関する質疑  

 (1) 提出日時       令和 1年 12月 12日(木）16時まで 

  (2) 提出方法       電子メールにて受付けます。  

 (3) 提出先アドレス 

              y.honda@hakuchoukai.jp 

 (4) 質疑回答    令和 1年 12月 13日(金)  

           入札参加者全てに電子メールにて回答します。  

 

9.入札執行日時等  

 (1) 入札執行日時   令和 1年 12月 17日(火)次の時間帯で実施します。 

            ①「家具・什器一式」 

                 →13 時 30 分 

            ②「家電一式」 

                 →13 時 45 分 

            ③「医療・介護用品一式」  

                 →14 時 00 分 

            ④「食器・調理器具・配膳車一式」 

                 →14 時 15 分 

            ⑤「複合機」 

                 →14 時 30 分 

            ⑥「カーテン一式」 

                 →14 時 45 分 

         

 (2) 入札会場   苫小牧市北栄町 3丁目 19番 26号 

          特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑  

2階 地域交流ホール 

          会場の都合上、1社 2名までの入室でお願い致します。 

           入札参加者数が多い場合、1名の入室とさせていた 

          だくことがあります。 

  

10.入札に当たっての注意事項  

 (1) 代理人にて入札する場合は、委任状を提出すること。   

 (2) 入札書には消費税を含めた金額を記載する。(当該金額に 1 円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額)  

（3）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額もって落札価格とする。 

 (3) 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。   

 (4) 初度入札において入札参加者の数が 1 社であるときも、予定通り入札を執

行するものとする。ただし、再度入札は行わない。なお、辞退する旨を記

載した入札書を入札日当日に持参し、入札する者は入札参加者に含めるも



のとする。   

 

11.落札者の決定  

 (1) 予定価格の範囲内で、最低価格で入札した者を落札者とする。   

 (2) 予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。(再

度入札は 1 回まで)   

 (3) 上記(2)によっても落札者がいない場合は、下記の条件を遵守したうえで、

交渉による随意契約を行うものとする。 

① 最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合(最低価格で入札し

た者に契約締結の意思がない場合は順次、次に低い価格で入札した者を

対象とする。)  

② 再度入札において、入札に応じる者が 1 社のみとなった場合。 

条件 1.随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内であること。  

条件 2.交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないと。  

条件 3.入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと。  

条件 4.契約額が確定した場合は、その内容を書面にし、事業者及び業

者が署名(捺印)すること。   

 (4) 落札者とすべき同額の入札をした者が 2 以上あるときは、くじ引きにより

落札者を決定するものとする。   

 

12.入札の無効 

  下記の各項目に該当する入札は無効とする。  

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札 

(2) 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札  

 (3) 談合その他不正行為があったと認められる入札   

 (4) 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札   

 (5) 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札   

 (6) 次に掲げる入札をした者がした入札   

  ア 入札書の押印のないもの  

  イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの 

  ウ 押印された印影が明らかでないもの 

  エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの  

  オ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

  カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの  

  キ 2 以上の入札書を提出した者がしたもの、又は 2 以上の者の代理をした物

がしたもの   

(7) 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札  

 

 



13.契約  

 (1) 落札者は、直ちに契約書を作成し契約を締結する。  

 (2) 契約の履行については、発注者の指示に従うとともに、北海道等から指導 

   があった場合には従うこと。   

 

14.支払条件等  

 代金の支払いについては、契約書により個別に定める。ただし、北海道介護サー

ビス提供基盤等整備事業費補助金の交付状況により変更する場合がある。   

 

15.契約保証金  

 契約の相手方に係る契約保証金は、免除とする。  

 

16.この公告に関する問い合わせ先  

 社会福祉法人沼ノ端はくちょう会  

 担 当 : 本田 保広 

 住 所 : 〒059-1304 苫小牧市北栄町 3丁目 19番 26号 

 電 話：0144-84-3000 

  FAX  ：0144-84-1560  

  電子メール：y.honda@hakuchoukai.jp 

  (ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く、午前 10 時から午後 4 時までの間と

する。)  


